
 
   

剣
淵
町
で
は
令
和
４
年
４
月
か
ら
不

妊
治
療
が
保
険
適
用

伴

不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
で

次
の

の
全
て
に
該
当

さ
れ
る
方

医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
の
交
通
費
の
一
部
を
助
成

 

 

▼
対
象
要
件 

①
保
険
適
用
と
な
る
不
妊
症
の
治
療
を

受
け
て
い
る
方 

と
併
用
で
き
る
先
進
医
療
を
含
む

 

②
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方 

③
町
税
及
び
使
用
料
等
の
滞
納
が
な
い 

 

方 

 

▼
助
成
額 

(1)
公
共
交
通
機
関
利
用
の
場
合 

 

鉄
道
の
運
行
区
間
の
普
通
旅
客
運
賃

相
当
額
を
助
成

往
復
に
つ
き

円
を
上
限
と

 

(2)
自
家
用
車
利
用
の
場
合 

 

自
宅
か
ら
医
療
機
関
ま
で
の
距
離
区

分
に
応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る
額
を
助

成

 

  

                      

ご
不
明
な
点

健
康

福
祉
課
保
健

に
お
問
い
合
わ

せ
下

 

 

◇
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

健
康
福
祉
課
保
健

 

 

電
話
34―

３
９
５
５ 

 

   

北
方
領
土
問
題
に
対
す
る
国
民
の
関

心
と
理
解
を
さ
ら
に
深

全
国
的
な

北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
の
一
層
の
推

進

昭
和
56
年
に
政
府

は
２
月
７
日

北
方
領
土
の

と

す
る
こ
と
を
決
定

 

道

月
７
日
の
北
方
領
土
の

日
を
中
心
と
す
る
１
月
21
日
か
ら
２
月

20
日

北
方
領
土
の

期
間
と
し
て
定

令
和
５

年
２
月
20
日
ま
で
町
民

に
北

方
領
土
署
名

を
設
け
て
い
ま

町
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お

願

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

総
務
課
総
務

 

 

電
話
26―

９
０
２
１ 

         

 

  知

 

自
分
の

 

 

北
海
道
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て

のバ
イ
ト
の

さ
ん
な
ど
働
く
す

べ
て
の

び
そ
の
使
用
者
に
適
用

さ
れ
る
北
海
道
最
低
賃
金
は
次
の
と
お

 

 

▼
時
間
額 

９
２
０
円 

 ▼
効
力
発
生
年
月
日 

令
和
４
年
10
月
２
日 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

名
寄
労
働
基
準
監
督
署 

 

電
話
０
１
６
５
４―

２―

３
１
８
６ 

 
 

２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日
で
す 
剣
淵
町
不
妊
治
療
交
通
費 

助
成
事
業
に
つ
い
て

区  分 

（往復の使用距離） 
助成金額 

区  分 

（往復の使用距離） 
助成金額 

10 ㎞未満 200 円 60 ㎞以上 70 ㎞未満 1,400 円 

10 ㎞以上 20 ㎞未満 400 円 70 ㎞以上 80 ㎞未満 1,600 円 

20 ㎞以上 30 ㎞未満 600 円 80 ㎞以上 90 ㎞未満 1,800 円 

30 ㎞以上 40 ㎞未満 800 円 90 ㎞以上 100 ㎞未満 2,000 円 

40 ㎞以上 50 ㎞未満 1,000 円 100 ㎞以上 2,200 円 

50 ㎞以上 60 ㎞未満 1,200 円  

 

北
海
道
最
低
賃
金
に
つ
い
て 



 
   

 

み
ん
な
が
困
る 

 

迷
惑
駐
車

 

違
法
・
迷
惑
駐
車

次
の
よ
う
な

危
険
や
障
害
の
原
因
に

 

(1)
道
路
を
狭
く
し
て
通
行
の
妨
害
に
な

り
ま
す 

違
法
駐
車

交
通
渋

滞
を
引
き
起

な
車
両

走
行
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

歩
道
上
駐
車
は
歩
行
者
の

通
行
を
妨

 

(2)
交
差
点
付
近
で
の
事
故
の
原
因
に
な

り
ま
す 

交
差
点
付
近
の
違
法
駐
車

通
行

す
る
車
両
や
歩
行
者
の
見
通
し
を
妨

交
差
点
事
故
の
原
因
に

 

(3)
緊
急
車
両
の
活
動
を
妨
げ
ま
す 

狭
い
道
路
に
違
法
駐
車
が
あ
る
と
き

他
の
車
両
が
通
行
不
能
と
な
り
ま

特

消
防
車
や
救
急
車
な
ど
の

緊
急
車
両
の
活
動
を
妨

人
命
救
助

に
重
大
な
影
響
を
与

 

(4)
歩
行
者
事
故
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま

す 住
宅
街
で
の
違
法
駐
車

駐
車
車

両
の
直
前
や
直
後
か
ら

の

飛
び
出
し
に
よ
る
事
故

夜
間
に
は

走
行
車
両
が
駐
車
車
両
に
気
付
か
ず
に

衝
突

交
通
事
故
の
原
因
に

 

(5)
除
排
雪
作
業
の
障
害
に
な
り
ま
す 

違
法
駐
車
が
除
排
雪
作
業
の
妨
げ
ぶ

住
民
に
迷
惑

生
活
に

も
重
大
な
影
響
を
与

 

 

は 

 

政
府

毎
年
２
月
１
日
か
ら
３

月
18
日
ま
で
の
間

北
海

道
警
察

サ

に
関
す
る
広
報

啓
発
活
動
を
集
中
的
に
推
進
し
て
い
ま

 

空
間

経
済
社
会
の
必
要
不
可
欠
な
基
盤
と
な

人
々
の
生
活
に
様
々
な
恩
恵
を
も

た
ら
し
て
い
る
一
方

キ
ン
グ
に
係
る
不
正
送
金
事
案

偽

サ
イ
ト
に
係
る

詐
欺
事

等
の
不
正
プ
ロ

グ
ラ
ム

を
脅
か
す

犯
罪
の
危
険
性
が
社
会
全
体

で
大
き
く
取
り
上

 

犯
罪
の
被
害
に
あ
わ
な
い

次
の
対
策
を
実
施

 

①
Ｉ
Ｄ
や

自
分
自
身

管
理
す
る 

②
パ
ソ
コ
ン
や

ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
を
イ
ン
ス
ト

す
る 

③
パ
ソ
コ
ン
の
基
本

や
ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
は
常
に
最

新
の
状
態
に
し
て
お
く 

④
身
に
覚
え
の
な
い

等
の
添
付

や
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
開
か
な
い 

⑤
不
必
要
な
ア
プ
リ
や
信
頼
の
お
け
な

い
サ
イ
ト
か
ら

を
ダ

し
な
い 

⑥
定
期
的
に

を

保
存
す
る 

⑦

で
の
買
物
で

サ
イ
ト
が
本
物
か
ど
う
か

よ
く
確
認
す
る 

 

一
つ

対
策
を
講
ず
れ
ば
大
丈
夫
と
い
う
訳
で

 

複
数
の
対
策
を
併
用

危

機
意
識
を
持

を
安
全
に
利
用

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

士
別
警
察
署 

電
話
23―

０
１
１
０ 

 

   

 

興
味
の
あ
る
方
や
詳
し
い
説
明
を
聞

き
た
い
方

気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
下

 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状

況
に
よ
り
日
程
や
会
場
が
変
更
と
な

る
場
合

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部 

名
寄
出
張
所 

電
話
０
１
６
５
４―

２―

３
９
２
１ 

住
所
〒
０
９
６―

０
０
１
１ 

名
寄
市
西
１
条
南
９
丁
目
45 

士
別
警
察
署
か
わ
ら
版 

 
自衛官候補生（男子・女子） 

３月試験 

応募 

資格 

18 歳以上 33 歳未満 

（令和５年４月１日現在） 

受付 

期間 

受付中～ 

令和５年２月 27 日（月）締切 

試験日 
令和５年３月５日（日）･６日（月） 

※いずれかの１日を指定できます。 

会場 
旭川市 

※細部は受付時にお知らせします。 

自
衛
隊
旭
川
地
方
本
部
か
ら
の 

お
知
ら
せ


